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農業委員会会長
立原　司朗

新たなメンバーで農業委員会の活動がはじまります。新たなメンバーで農業委員会の活動がはじまります。
農業委員、農地利用最適化推進委員が相互に連携を図り、農地利用の最適化推進のため、地域
農地の相談役として活動していきます。

会長就任にあたって会長就任にあたって

新たなメンバーで農業委員会活動がはじまります。会長就任にあたって1

農業委員・農地利用最適化推進委員担当地区割表。編集後記４

 農業委員・農地利用最適化推進委員の紹介。農地利用最適化推進委員はどのような活動を
するのか。遊休農地の解消。農地の適正な管理のお願い。農地の貸し借りの手続き

2 ３～～

　令和７年４月１日開催の農業委員会総会において、新たに任命された農業委
員の皆様に推挙され会長として選出されました。
　農業を取り巻く環境が大きく変化し、農業従事者の高齢化そして担い手不足
が進んでいる中、昨年度は旭・三輪野江・吉川地区の「地域計画」の策定・公告
がされました。今後、地域計画を実現するため実行そして随時更新していきます。
　吉川市農業の５年後・10年後を見据え、今回の臨時総会において任命され
た農業委員・委嘱された農地利用最適化推進委員と力をあわせ農地を農地とし
て守ってまいります。
　「米」の高騰が問題視されておりますが、食と農が共に生きるため、農地利
用の最適化、農業の継続発展に鋭意努力してまいりますので、これからも農業
を営む方々、地域にお住まいの皆様方のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
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令
和
七
年
四
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
農
業
委
員
会
臨
時
総
会

で
、
新
た
に
十
四
名
の
農
業
委
員
が
任
命
さ
れ
、
会
長
、
会
長

職
務
代
理
、
担
当
地
区
割
り
な
ど
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
六
名
の
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
農
業
委
員
会

か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
が
連
携
し
農
地
利
用
の
最
適
化
、
農
業
の
継
続
発
展
の
た

め
に
活
動
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
新
た
な
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
紹
介
い

た
し
ま
す
。

　
農
業
委
員
会
定
例
総
会
で
、
農
地
の
権
利
移
動
の
許
可
や

転
用
許
可
へ
の
意
見
決
定
を
し
ま
す
。
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
と
と
も
に
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
、
農
地
集
約
な
ど

吉
川
市
農
業
の
未
来
を
見
据
え
て
活
動
し
て
ま
い
り
ま
す
。

（　）
内
は
居
住
地
で
す
。

新
た
な
委
員
が
選
任・委
嘱
さ
れ
ま
し
た

立原　司朗
会長（皿沼）

宇野　直樹
会長職務代理（三輪野江）

大澤　利行
（木売新田）

関根　基弘
（会野谷）

山﨑　幸雄
（拾壱軒）

吉澤　宏
（川藤）

辻󠄀田　満
（きよみ野）

鈴木　繁
（小松川）

吉岡　初代
（下内川）

萩原　豊子
（深井新田）

髙鹿　訓子
（高富）

馬巻　俊一
（吉川）

石川　昌良
（高久）

染谷　直志
（上内川）

農
業
委
員
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担
い
手
へ
の
農
地
集
積
、農
地
集
約
、遊
休
農
地
の
発
生
防
止・

解
消
、
新
規
参
入
の
促
進
な
ど
を
進
め
、「
農
地
利
用
の
最
適
化
」

に
勤
め
ま
す
。

（　）
内
は
居
住
地
で
す
。

吉野　武司
（飯島）

山口　新市
（川藤）

清水　正　　　　　　　　　　　　
（下内川）　

名倉　定一
（高久）

山﨑　成一
（須賀）

多々良　俊明
（深井新田）

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
は

ど
う
い
う
も
の
で
す
か
。

○○�

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

員
は
、
農
業
委
員
と
同
様

に
、「
特
別
職
の
地
方
公
務

　
員（
非
常
勤
）」で
あ
り
、農

　
業
委
員
と
連
携
し
て「
農

　
地
利
用
の
最
適
化
推
進
」の

　
為
に
活
動
を
し
ま
す
。

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
は
ど
の
よ
う
な

活
動
を
す
る
の
か
。

○○�

地
域
に
お
け
る
農
地
の
確

保
と
利
用
調
整
の
た
め
の

現
場
活
動
が
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。

①�

農
業
委
員
会
活
動
の
一
環

と
し
て
、
遊
休
農
地
の
発

生
防
止
や
解
消
に
向
け
た

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
や
農
地

所
有
者
へ
の
働
き
か
け
に

日
々
取
り
組
み
ま
す
。

②�

地
域
で
の
話
し
合
い
で
、

規
模
の
拡
大
を
目
指
し
て

い
る
担
い
手
へ
農
地
を
集

め
ま
す
。

③�

農
地
の
貸
し
手
や
借
り
手

の
掘
り
起
こ
し
活
動
に
よ

り
効
率
的
な
農
地
利
用
を

促
進
し
て
い
き
ま
す
。

　
遊
休
農
地
と
は
農
地
法
に
お
い
て
　

「
現
に
耕
作
の
目
的
に
供
さ
れ
て
お

ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
耕
作
の
目

的
に
供
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
農

地
」と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
農
業
委
員
会
で
は
、
農
業
委
員
、

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
連
携

し
て
遊
休
農
地
の
解
消
、
農
地
利
用

の
最
適
化
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

農
地
利
用
で
お
困
り
の
方
は
、
お
近

く
の
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
員
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
雑
草
等
が
繁
茂
し
て
い
る
農
地
が

あ
り
ま
す
と
、
病
害
虫
等
の
温
床
と

な
り
、
近
隣
住
民
や
農
地
の
作
物
に

も
被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
年
間
を
通
じ
て
適
正
な
管
理

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
畑
等
の
土
が
道
路
や
水
路

に
流
出
し
な
い
よ
う
柵
板
等
で
被
害

防
除
対
策
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

農地中間管理事業
（貸付者と借受者の間に農地中間管理機構が入った契約）

農地の貸し借りの手続きが変わりました！

・貸付期間は、原則10年以上
・賃料の支払いは金銭のみ（物納は不可）。
　機構を通じて、出し手へ確実に支払われます。
・�経営規模の拡大や農地の集約化がしやすくなり、
労力やコスト軽減につながります。

※この他にも、農業委員会による農地法第３条許可申請の手続きがあります。

※既に設定している利用権については、
　設定期間満了までは有効です。

利用権設定等促進事業
（貸付者と借受者の契約） 廃止➡

主
な
特
徴

➡
廃止後

遊
休
農
地
の

解
消
に
向
け
て

農
地
の
適
正
な

管
理
の
お
願
い

　吉川市農政課　　　電話 048-982-9482
　吉川市農業委員会　電話 048-982-9494
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農業委員・農地利用最適化推進委員担当地区割表
農地に関する困りごとは、担当委員か農業委員会事務局までお気軽にご相談ください。

吉
川
市
の
農
地
面
積
が
減

り
、
農
業
委
員
が
減
員
し
新

た
な
メ
ン
バ
ー
で
活
動
が
始

ま
り
ま
す
。
令
和
の
米
騒
動

と
言
わ
れ
今
な
お
、
米
の
高

騰
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

高
温
障
害
、
イ
ネ
カ
メ
ム

シ
な
ど
で
昨
年
に
続
き
今
年

も
大
変
な
年
に
な
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

吉
川
市
農
業
員
会
で
は
、

農
家
の
皆
様
の
不
安
・
ご
意

見
・
ご
感
想
、
地
域
の
農
業

に
関
す
る
話
題
な
ど
を
お
寄

せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
今
後
と
も
ご
愛
読
を
宜

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
宇
野
）

編
集
委
員
長

宇
野　
直
樹

編
集
委
員

吉
澤　
宏

関
根　
基
弘

萩
原　
豊
子

染
谷　
直
志

石
川　
昌
良

髙
鹿　
訓
子

清
水　
正

吉
野　
武
司

名
倉　
定
一

立
原　
司
朗

集
編

後
記

発行責任者／農業委員会会長　立原司朗　　編集／農委だより編集委員会
発行／令和 7年５月　　吉川市農業委員会　℡０４８－９８２－９４９４

農地に関する権利移動については、
届出・許可申請をしてください。
農地を許可なく転用してしまうと
違反に対する罰則があります。

事項 罰則
①違反転用 ３年以下の懲役、

300万円以下の罰金
※法人１億円

② 違反転用における
原状回復命令違反　　　　

近年、埼玉県内で「イネカメムシ」
が大量発生しています。
収穫減少や斑点米による品質低下な
どの被害を防ぐために、防除対策を
行いましょう。

害虫に係る相談については、春日部
農林振興センターにご連絡ください。

春日部農林振興センター
電話048-737-2134
吉川市農政課
電話048-982-9482
県内における害虫の最新情報は、埼
玉県病害虫防除所ホームページをご
覧ください。

（右記QRコードから
もご覧いただけます。)

https://www.pref.saitama.lg.jp/
soshiki/b0916/

旭地区
大字 担当委員

上　内　川 染谷　直志
（清水　正）

下　内　川 吉岡　初代
（清水　正）

八子新田 吉岡　初代
（清水　正）

鍋　小　路 吉岡　初代
（清水　正）

川　　　藤 吉澤　宏
（山口　新市）

南　広　島 山﨑　幸雄
（山口　新市）

拾　壱　軒 山﨑　幸雄
（山口　新市）

※（　）内の委員は農地利用最適化推進委員です。

三輪野江地区
大字 担当委員

三輪野江 宇野　直樹
（吉野　武司）

土　　　場 宇野　直樹
（吉野　武司）

飯　　　島 宇野　直樹
（吉野　武司）

半　　　割 立原　司朗
（吉野　武司）

加　　　藤 立原　司朗
（吉野　武司）

吉　　　屋 萩原　豊子
（吉野　武司）

鹿　見　塚 立原　司朗
（吉野　武司）

平方新田 萩原　豊子
（多々良　俊明）

中　　　井 鈴木　繁
（多々良　俊明）

会　野　谷 関根　基弘
（多々良　俊明）

深井新田 萩原　豊子
（多々良　俊明）

小　松　川 鈴木　繁
（多々良　俊明）

皿　　　沼 立原　司朗
（多々良　俊明）

中　　　島 鈴木　繁
（多々良　俊明）

二　ツ　沼 鈴木　繁
（多々良　俊明）

関　新　田 関根　基弘
（多々良　俊明）

上　笹　塚 関根　基弘
（多々良　俊明）

※（　）内の委員は農地利用最適化推進委員です。

吉川地区
大字 担当委員

須　　　賀 馬巻　俊一
（山﨑　成一）

川　　　野 馬巻　俊一
（山﨑　成一）

川　　　富 馬巻　俊一
（山﨑　成一）

関 馬巻　俊一
（山﨑　成一）

吉川一丁目 辻 田　満
（山﨑　成一）

吉川二丁目 馬巻　俊一
（山﨑　成一）

吉　　　川 辻 田　満
（山﨑　成一）

平　　　沼 辻 田　満
（山﨑　成一）

栄　　　町 辻 田　満
（山﨑　成一）

き よ み 野 辻 田　満
（山﨑　成一）

中　　　央 辻 田　満
（山﨑　成一）

保 大澤　利行
（山﨑　成一）

木　　　売 大澤　利行
（山﨑　成一）

中　　　野 大澤　利行
（名倉　定一）

木売新田 大澤　利行
（名倉　定一）

富　新　田 髙鹿　訓子
（名倉　定一）

高　　　富 髙鹿　訓子
（名倉　定一）

高　　　久 石川　昌良
（名倉　定一）

中　曽　根 石川　昌良
（名倉　定一）

道　　　庭 髙鹿　訓子
（名倉　定一）

美　　　南 髙鹿　訓子
（名倉　定一）

※（　）内の委員は農地利用最適化推進委員です。

·農業者のみが加入できます。　
·税制上の優遇措置があります。
·保険料は自由に決められます。
· 年金は終身受け取ることができます。
· 農業の担い手には保険料の助成が

あります。

農業者年金を農業者年金を
ご存知ですか？ご存知ですか？

イネカメムシ
防除対策

の


